
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則 

昭和６２年４月１日 

制定 

沿革 

（目的） 

第１条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設（以下「宿

泊施設」という。）の使用について、適正な運営をはかることを目的とする。 

２ 宿泊施設は、次の各号に掲げる施設をいう。 

 短期宿泊施設 

(1) 千葉演習林清澄宿泊施設 

 (2) 千葉演習林清澄宿泊施設２ 

 (3) 北海道演習林山部宿泊施設 

 (4) 北海道演習林セミナーハウス 

 (5) 秩父演習林川俣宿泊施設 

 (6) 秩父演習林栃本宿泊施設 

 (7) 秩父演習林影森宿泊施設 

 (8) 生態水文学研究所赤津宿泊施設 

(9) 生態水文学研究所五位塚宿泊施設 

(10) 生態水文学研究所五位塚宿泊施設２ 

(11) 富士癒しの森研究所山中宿泊施設 

(12) 樹芸研究所下賀茂寮宿泊施設 

 長期宿泊施設 

 (1) 北海道演習林山部長期宿泊施設 

(2) 北海道演習林山部国際宿泊施設 

（使用者の範囲） 

第２条 宿泊施設使用者の範囲は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林利用 

規則第２条に掲げる演習林の利用を行う者とする。 

２ 長期宿泊施設は、前項に掲げる者で使用期間が連続する１ヶ月以上の者が使用する

ことができる。 

（使用の手続） 

第３条 宿泊施設を使用しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、地 

方演習林に提出し、地方林長の許可を受けなければならない。 

（使用料等） 

第４条 宿泊施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別紙（施設 

使用料）に定める使用料を納付しなければならない。 

２ 既に納付した使用料は返還しない。 

３ その他、地方林長が別に定める宿泊等に要する実費負担額を納入しなければなら 

ない。 

４ 教育または社会連携の見地から必要と判断される場合、地方林長は使用料を免除あ

るいは減額できる。 



（使用者の義務） 

第５条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。 

(1) 火災、盗難その他事故防止に努めること。 

 (2) 建物、設備、備品を丁寧に使用すること。 

 (3) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。 

 (4) 前各号のほか、地方林長の指示に従うこと。 

（使用の取消等） 

第６条 地方林長は、使用者がこの規則に違反したときは、使用許可を取り消し又は使 

用を中止させることができる。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、宿泊施設の使用に関して必要な事項は、別に定 

める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１２年５月２３日から施行し、改正後の東京大学大学院農学生命科

学研究科附属演習林宿泊施設使用規則の規定は、平成１２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１６年５月２７日から施行し、この規則による改正後の東京大学大

学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則は、平成１６年４月１日から適用

する。 

   附 則 

 この規則は、平成１７年２月１７日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１７年５月１９日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年７月１３日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、平成１９年９月１３日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 



   附 則 

 この規則は、平成２７年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

２ 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林セミナーハウス規則及

び東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林セミナーハウス使用規

則は、廃止する。 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、令和４年４月２１日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

別紙（施設使用料） 

  

https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_naiki/word/nik0031.pdf
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_naiki/word/nik0031.pdf


沿革 

 

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林宿泊施設使用規則 

 

体系情報 

 

□第６編 設備及び附属施設の管理・使用 

 

沿革情報 

 

◆昭和６２年０４月０１日制定 

◇平成０１年０４月０１日 

◇平成０４年０４月０１日 

◇平成０９年０４月０１日 

◇平成１２年０５月２３日 

◇平成１６年０４月０１日 

◇平成１６年０５月２７日 

◇平成１７年０２月１７日 

◇平成１７年０５月１９日 

◇平成１８年０７月１３日 

◇平成１９年０９月１３日 

◇平成２２年０３月１８日  

◇平成２３年０６月０１日  

◇平成２３年０９月１５日  

◇平成２６年０４月０１日  

◇平成２６年１２月１８日  

◇平成２７年０１月２２日  

◇平成２９年０２月１６日  

◇令和 元年０９月１９日  

◇令和０２年０１月１６日  

◇令和０３年０２月２８日  

◇令和０４年０４月２１日  

◇令和０５年０９月２１日 


